
◎大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律 
（令和七年三月三一日法律第一七号）   

一、 提案理由（令和七年三月一四日・衆議院文部科学委員会） 

○あべ国務大臣 おはようございます。 

 この度、政府から提出いたしました大学等における修学の支援に関する法律の一部を

改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 急速な少子化と人材不足に直面する中、高等教育費の負担軽減を図り、質の高い高等

教育へのアクセスを確保できるようにし、我が国の未来を担う人材を育成することが重

要です。令和五年十二月に閣議決定したこども未来戦略に基づき、高等教育費により理

想の子供の数を持てない状況を払拭するため、令和七年度から、多子世帯の学生等につ

いて授業料等を無償化することが必要です。 

 この法律案は、このことを実現するために、多子世帯の教育費の負担の軽減を図るた

め、当該世帯の学生等に係る大学等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を講ずる

ものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、法律の目的を見直し、低所得者世帯に加え、多子世帯についても、その負担

の軽減を図るため、これらの世帯の学生等に係る授業料等減免を行うこと等としており

ます。 

 第二に、授業料等減免の対象者として、多子世帯の学生等を加えることとしておりま

す。 

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、 衆議院文部科学委員長報告（令和七年三月二一日） 

○中村裕之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、多数の子等の教育費を負担している家庭における負担の軽減を図るため、当

該家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を講ずるもので

あり、その主な内容は、次のとおりであります。 

 第一に、授業料等減免の対象者として、低所得者世帯の学生等に加え、多子世帯の学

生等を対象とし、多子世帯の学生等については、所得制限なく授業料等減免の対象者と

すること、 

 第二に、これらの家庭の学生等に係る大学等の授業料等減免を行い、もって子育てに

希望を持つことができる社会の実現に寄与することに法律の目的を改めること、 

 第三に、国は、低所得者世帯の学生等に係る授業料等減免については、独立行政法人

日本学生支援機構法に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対す



る総合的な支援となるよう配慮するものとすること 

などであります。 

 本案は、去る三月十三日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付

託されました。 

 本委員会におきましては、翌十四日、あべ文部科学大臣から趣旨の説明を聴取し、質

疑に入りました。次いで、十八日、十九日と質疑を行い、同日質疑を終局いたしまし

た。 

 質疑終局後、立憲民主党・無所属及び国民民主党・無所属クラブ共同提案に係る修正

案が提出され、討論、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多

数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年三月一九日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 高等教育の修学支援新制度は、学生等に対する経済的支援の面を持つ一方で、大学

等に国費が拠出されることから大学等への支援となる面も併せ持つことを踏まえ、大

学等における職業教育と学術研究との役割の明確化、教育内容の一層の充実、入学者

の選抜に係る制度の改善、学修の成果に係る評価の客観性や厳格性の一層の確保及び

大学等の数の適正化その他高等教育を行う機関の改革の実施に努めること。 

二 一で示した改革の実施後においては、更なる教育の機会均等を図るため、高等教育

の無償化を推進すること。 

三 修学支援新制度について、消費税に限らない幅広い財源の活用等を検討するなど、

安定的な財源の確保に努めること。 

四 多子世帯の学生等に対する授業料等減免については、扶養する子等の数を要件とし

たことにより、兄弟姉妹の年齢差により支援を受ける期間が異なるという問題が生じ

ることから、このような不公平を避けるため、修学支援新制度の見直しを検討するこ

と。 

五 本法附則第六条による施行後四年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法

の規定その他学生等への経済的支援制度全般の在り方について検討を行い、必要があ

ると認める場合には、早期に対応を図るよう努めること。 

六 本法による改正後における修学支援新制度の効果を評価・検証するため、授業料等

減免の対象者数及び要した費用の額並びに確認要件を満たさない大学等の数等の支援

実績について、適切に調査し公開するよう努めること。 

七 大学等における授業料の値上げ傾向が続いている実情を踏まえ、授業料等減免の上

限額の見直しを検討すること。 



八 大学等の確認要件については、確認大学等以外の大学等において学ぶ権利を侵害す

るおそれがあるほか、地方・中小の私立大学等については、これを容易に満たすこと

ができないことから縮小・撤退に追い込まれることも想定されるため、その内容の見

直しについて検討すること。 

九 本法による改正後においては、学生等への経済的支援が複雑化することを踏まえ、

学生等、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行うなど、奨学金制度を含め、修学

支援新制度全般の更なる周知徹底に努めること。 

十 令和六年度から開始された教職大学院等修了後に教員となった者に対する大学院段

階に貸与された第一種奨学金の返還免除制度について、教員不足が深刻な状況を踏ま

え、学部段階にも拡充するよう検討すること。 

十一 教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨を踏まえ、貸与型奨学金が

給付型奨学金を、有利子奨学金が無利子奨学金を金額・人数とも上回っている現状を

改善し、貸与型から給付型へ、有利子から無利子への流れを更に加速するための施策

の検討を行うこと。 

十二 貸与型奨学金の返還に係る負担軽減の観点から、返還額を所得控除の対象とする

ことや有利子である第二種奨学金の利子分の免除等について検討すること。 

十三 今後、学生への経済的支援に係る重大な法改正を行うに当たっては、国会におけ

る十分な審議期間を確保するとともに学生や大学等における周知や準備のための期間

を設ける必要性を踏まえ、制度の施行まで十分な余裕をもって法律案を国会に提出す

るよう努めること。 

三、 参議院文教科学委員長報告（令和七年三月三一日） 

○堂故茂君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、多数の子等の教育費を負担している家庭における教育費の負担の軽減を

図るため、当該家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を

講じようとするものであります。 

 委員会におきまして、法律の目的を改正する理由、支援対象者の拡大の必要性、学業

の成績要件の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承

知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉良委員、れいわ新選組の舩

後委員より、それぞれ反対の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

しました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年三月三一日） 



 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、高等教育の修学支援新制度は、学生等に対する経済的支援の面を持つ一方で、大学

等に国費が拠出されることから大学等への支援となる面も併せ持つことに留意しつつ、

急速な少子化が進行する中で高等教育を取り巻く状況が大きく変化していることを踏

まえ、大学等における職業教育と学術研究との役割の明確化、教育内容の一層の充実、

入学者の選抜に係る制度の改善、学修の成果に係る評価の客観性や妥当性の一層の確

保及び大学等の数の適正化その他の大学等の改革の実施に努めること。 

二、一で示した改革の実施後においては、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際

規約の理念にのっとり、更なる教育の機会均等を図るため、高等教育の無償化を推進

すること。 

三、修学支援新制度の更なる拡充にも対応できるよう、消費税に限らない幅広い財源の

活用等を検討するなど、安定的な財源の確保に努めること。 

四、多子世帯の学生等に対する授業料等減免については、扶養する子等の数を要件とし

たことにより、兄弟姉妹の年齢差により支援を受ける期間が異なるという問題が生じ

ることから、このような不公平を避けるため、修学支援新制度の見直しを検討するこ

と。 

五、本法附則第六条による施行後四年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法

の規定その他学生等への経済的支援制度全般の在り方について検討を行い、必要があ

ると認める場合には、早期に対応を図るよう努めること。 

六、本法による改正後における修学支援新制度の効果を評価・検証するため、授業料等

減免の対象者数及び要した費用の額並びに確認要件を満たさない大学等の数等の支援

実績について、適切に調査し公開するよう努めること。 

七、大学等における授業料の値上げ傾向が続いている実情を踏まえ、授業料等減免の上

限額の見直しを検討するとともに、国立大学法人運営費交付金や私学助成等の基盤的

経費が確実に措置され、競争的研究費を含む大学等への資金が十分に確保されるよう、

引き続き大学等の長期的、安定的な運営及び研究基盤構築のための財政措置を講ずる

こと。 

八、物価高の影響等により学生等の消費支出が増加していることを踏まえ、給付型奨学

金を受ける学生等が学業に専念して学生生活を送ることができるよう、給付型奨学金

の支給額の見直しを検討すること。 

九、大学等の確認要件については、確認大学等以外の大学等において学ぶ権利を侵害す

るおそれがあるほか、地方・中小の私立大学等については、これを容易に満たすこと

ができないことから縮小・撤退に追い込まれることも想定されるため、その内容の見

直しについて検討すること。見直しに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、学生等、

地域社会及び地方公共団体等の意見を尊重するとともに、確認要件が恣意的に運用さ



れることのないよう、明確な基準や手続を設定し、透明かつ公正な運用が確保される

よう努めること。 

十、本法による改正後においては、学生等への経済的支援が複雑化することを踏まえ、

学生等、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行うなど、奨学金制度を含め、修学

支援新制度全般の更なる周知徹底及び簡素化に努めること。 

十一、令和六年度から開始された教職大学院等修了後に教員となった者に対する大学院

段階に貸与された第一種奨学金の返還免除制度について、教員不足が深刻な状況を踏

まえ、学部段階にも拡充するよう検討すること。 

十二、教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨を踏まえ、貸与型奨学金が

給付型奨学金を、有利子奨学金が無利子奨学金を金額・人数とも上回っている現状を

改善し、貸与型から給付型へ、有利子から無利子への流れを更に加速するための施策

の検討を行うこと。 

十三、貸与型奨学金の返還に係る負担軽減の観点から、返還額を所得控除の対象とする

ことや有利子である第二種奨学金の利子分の免除等について検討すること。 

十四、今後、学生等への経済的支援に係る重大な法改正を行うに当たっては、国会にお

ける十分な審議期間を確保するとともに学生等、保護者、学校関係者及び大学等への

周知や準備のための期間を設ける必要性を踏まえ、制度の施行まで十分な余裕をもっ

て法律案を国会に提出するよう努めること。 

  右決議する。 


